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地元自治会等との協議
周辺住民等への周知

事前協議申請書作成事前協議申請書受付

各課意見集約
図面審査

町事前協議 県事前協議 開発許可申請

※市街化調整区域の場合

《全体手続きの流れ》

《町事前協議の流れ》

意見書の交付
補正事項指示

意見書に対する回答書の作成
修正事項の対応

回答書受領
修正対応確認

公共施設及び公益施設の帰属及び管理に関する
協定書の締結

修正対応

開発事業に関する事前協議完了通知の発行
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修正事項が完了するまで
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県開発事前協議及び開発許可申請へ

県･土木事務所と
事前相談

町とおおまかな計画及び公共施設の配置
等について相談




